
 

１ 船員の労働環境 

(1) 船員労働保護の業務  

船員は、船舶という閉鎖された環境で、刻々と変化する厳しい気象・海象の中、継続的に就労

し、また船内で食住をともにしている。このような特殊な労働環境であるため、労働基準法に加

え、船員法を中心とした法律での保護が必要となっている。 

近年の動きとしては、平成１８年２月に国際労働機関（ILO）において採択された「２００６年

の海上の労働に関する条約（MLC,2006）」の発効要件を満たしたことから、平成２４年９月１２日

「船員法の一部を改正する法律」が公布され、平成２５年３月１日より船員の労働条件の改善を

図るための改正が施行されている。 

   神戸運輸監理部本局及び姫路海事事務所では(ｱ)～(ｷ)の業務を行っている。また、利用者利便

を図るため、その事務の一部が第１表の指定市町においても取り扱われている。 

第１表 船員法事務取扱件数（平成２６年度） 

 

 

(ｱ) 管内の船舶所有者等の状況について 

平成２６年１０月１日現在（船員法第 111 条に基づく事業状況報告）、管内に船員の主たる労

務管理の事務所を置く船舶所有者３００社から報告があり、その所有船舶数は５９５隻、船員

数は３，９７８人である。 

なお、船員法の適用船員数を船種別、総トン数別に表したものが、第 2表である。 

また、船員法適用船員の現況の推移は第１図のとおりである。 

 

(ｲ) 船員手帳の交付、雇入契約の成立等の届出について 

船員となり船舶に乗り組むためには、船員手帳の交付を受け、雇用契約とは別に雇入契約を

締結し、船舶所有者又は船長はその内容の雇入契約の成立等の届出を行い、その際、労働条件、

種別

局

海事事務所

指定市町別 新規 再交付 書換 訂正 雇入 雇止 変更 更新 受理 証明 通数

神戸運輸監理部(本庁舎） 929 12 269 70 1,771 1,732 486 6 3 3 93 91 97 0
姫路海事事務所 27 1 20 8 800 809 232 1 0 1 48 48 49 0

小計 956 13 289 78 2,571 2,541 718 7 3 4 141 139 146 0

尼崎市 3 0 2 0 226 224 51 0 0 0 0 0 0 0
加古川市 8 0 16 2 936 936 271 0 0 0 22 22 28 0
洲本市 0 0 2 0 14 10 6 5 2 0 8 8 8 0
淡路市 1 0 6 4 16 5 6 4 0 0 29 29 30 0
南あわじ市 4 0 2 3 18 10 3 1 0 0 5 5 5 0
姫路市 28 1 24 19 80 70 108 0 2 1 80 80 79 0
豊岡市 3 0 10 5 57 60 4 0 0 0 0 0 0 0
香美町 12 1 15 12 51 71 35 0 0 0 2 2 2 0
新温泉町 8 0 7 2 187 192 37 27 3 0 3 3 3 0

小計 67 2 84 47 1,585 1,578 521 37 7 1 149 149 155 0

合　計 1,023 15 373 125 4,156 4,119 1,239 44 10 5 290 288 301 0
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各種資格等の確認を行う必要がある。 

平成２６年度は、１，５３６件の船員手帳の関係事務（手帳交付、再交付、書換、訂正事務）、

９，５５８件の雇入契約の成立等の届出関係事務（雇入、雇止、変更、更新）を執行している。 

第２表 船員法適用船員数 

＜ ①船 種 別 ＞         （平成２６年１０月１日現在） 

 

注．その他とは、一般船舶（貨物船・旅客船等）及び漁船以外の船舶（官庁船含む）である。 

上記表は、平成２６年１０月１日現在の事業状況報告の提出があった実績であり、 

管内船員法適用船員数とは必ずしも一致しない。 

＜ ② 総 ト ン 数 別 ＞      （平成２６年１０月１日現在） 

 

本局・支局別
区分

船舶所有者数 74 28 102

隻　　　　　　数 150 62 212
乗　組　員　数 1,324 202 1,526
船舶所有者数 64 0 64
隻　　　　　　数 56 0 56
乗　組　員　数 405 0 405
船舶所有者数 67 63 130
隻　　　　　　数 236 91 327
乗　組　員　数 995 374 1,369
船舶所有者数 205 91 296
隻　　　　　　数 442 153 595
乗　組　員　数 2,724 576 3,300

乗　組　員　数 2,724 576 3,300

予　備　員　数 586 28 614
計 3,310 604 3,914

非雇用船員数 59 5 64
適用船員数 3,369 609 3,978
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隻　　　数 117 33 150
乗組員数 228 43 271
隻　　　数 98 21 119
乗組員数 558 58 616
隻　　　数 148 93 241
乗組員数 782 434 1,216
隻　　　数 4 2 6
乗組員数 10 16 26
隻　　　数 19 4 23
乗組員数 182 25 207
隻　　　数 22 0 22

乗組員数 287 0 287

隻　　　数 6 0 6
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隻　　　数 24 0 24
乗組員数 563 0 563

隻　　　数 438 153 591
乗組員数 2,709 576 3,285
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第１図 船員法適用船員の現況 

 

 

(ｳ) 一括届出制度について  

同一船舶所有者に属する複数船舶間において、頻繁に乗り組みが変更されるような旅客船、

タグボートなどは、雇入契約の成立等の届出の簡略化のため、一括届出制度がある。 

平成２７年３月３１日現在、一括届出制度を利用している事業者は、２６事業者あり、平成 

２６年度には、当該制度に係る新規、変更、更新の許可・届出は８５件であった。  

  

(ｴ) 船員就業規則について  

常時１０人以上の船員を雇用する船舶所有者には、就業規則の届出義務を課し、就業規則に

係る基準の充足の可否等を審査している。 

平成２７年３月３１日現在の就業規則の届出事業者は、１５０事業者で、平成２６年度には、

計４２件の新規届出、変更届出（労働時間、休日休暇、賃金、定員表等）があった。  

 

(ｵ) 未払い賃金の立替払い事業について 

倒産などで賃金が未払い状態になった場合、船員の生活安定・保護のために、独立行政法人

労働者健康福祉機構で立替払事業を実施するにあたり、事実上の倒産の認定、未払い賃金の額

の確認等については地方運輸局等で行っている。 

平成２６年度は、未払い賃金の額等の確認及び、事実上の倒産の認定は無かった。 
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(ｶ) その他資格認定等の事務について（平成２６年度） 

当直部員の認定         本局３９１件 姫路 １２件 

危険物等取扱責任者の認定    本局 ９４件 姫路 １８件 

救命艇手適任証書交付     本局 １２件 

限定救命艇手減員許可     本局  ２件 

船舶保安管理者        本局２０３件（適任証書、選任・解任・変更届） 

船舶保安統括管理者      本局  ０件（選任・解任・変更届）  

   

(ｷ)海上労働検査制度の開始 

    平成２５年８月２０日に発効した海上労働条約に関連し、平成２５年５月１日から船員の労

働条件等に関する検査制度が開始された。外航日本船舶について条約の要件に適合すると認め

られた場合には、海上労働証書の発給を行っている（日本においては、平成２６年８月５日発

効。それまでは、相当検査・相当証書として実施）。 

    海上労働証書交付（平成２６年度） 本局  ２件 姫路  ２件 

 

(2) 船員衛生環境等の業務 

(ｱ) 船員の健康を証明する医療機関について 

   雇用されている船員は、定期的に国土交通大臣が指定した医療機関において健康診断を受診

し、医師により船員労働への従事の可否について判断されている。平成２７年３月３１日現在、

本局管内５３機関、姫路海事事務所管内１２機関、合計６５機関の医療機関が指定を受けている。 

  

(ｲ) 衛生管理者・船舶料理士関係事務について 

船舶では、航行区域・総トン数等により衛生管理者や船舶料理士の乗船が義務づけられてい

る。管内における平成２６年度の事務取扱状況は、以下のとおりである。 

  衛生管理者（認定８３件、証書再交付３件、引替５件） 

    船舶料理士（証明書交付５５件、証明書再交付４件、引替８件） 

 

(3) マルシップ事務等取扱状況  

(ｱ) マルシップに乗り組む日本人及び外国人船員の雇入契約等の届出等状況  

    外国法人等に貸し付けられている日本船舶（マルシップ）に係る事務取扱状況は第３表のとお

りである。なお、日本人船員を配乗させる場合は、船員労政課において事前審査による「船員個

票」が交付された者に限り雇入契約の届出を受理することとしている。 

平成２３年１０月より制度化された外航船に係る雇入契約の成立等の届出等改善を目的と 

した、電子届出事務による雇入契約等の届出事務を平成２４年１１月より受理している。 

 なお、平成２６年度のマルシップに乗り組む外国人船員への船員手帳交付状況は、第４表のと



 

おりである。 

第３表 マルシップ雇入契約の成立等取扱状況（平成２６年度） 

  雇入契約等の届出 

雇 入 雇 止 変 更 更新 

雇入契約等届出件数（全体） ４，１５６ ４，１１９ １，２３９ ４４

マルシップ 
日本人 ３９ ４７ ６ ０

外国人 ８８０ ８９５ １０５ ０

電子届出 ７７６ ７６７ ２１０ ０

（注）マルシップ及び電子届出件数は、全体の内数。 

 

第４表 マルシップに乗り組む外国人船員への船員手帳交付状況（平成２６年度） 

  船員手帳の交付件数 

新規 再交付 書換 

船員手帳交付等件数（全体） １，０２３ １５ ３７３

マルシップ 外国人 ８０７ １２ １６１

 （注）外国人の交付件数は、全体の内数。 

 

(ｲ) 外国法人等に移動させられる日本人船員の取扱い 

日本の船舶所有者に雇用されている日本人船員が、技術指導等のため外国法人等に移動され

る場合、一定の要件を備え、運輸局長（運輸監理部長を含む）の認定を受けたものについては、

予備船員として取り扱うことになっている（昭和５１年４月１日から）。  

平成２６年度は、外国籍船舶の移動認定関係事務を１件、船員認定を３人行った。 

 

 (4) 船員災害防止対策 

(ｱ)  災害・疾病発生状況 

平成２５年度における管内の船員災害疾病発生状況は第５表のとおりである。 

災害発生率は、全船種では全国平均値を２．６ポイント下回っている。しかし漁船について

は、９．２ポイントも全国平均値（１４．３千人率）を上回っている。 

疾病発生率は、全船種では全国平均値を１．０ポイント下回っている。しかし漁船について

は、１６．２ポイントも全国平均値（９．３千人率）を大きく上回っている。 

なお、最近５か年間における管内の災害疾病発生率の推移（全船種）は、第２図のとおりと

なっている。 

 

 

 



 

第５表 管内船員災害疾病発生状況（平成２５年度） 

船種別 

区 分 

一般船舶 漁   船 そ の 他 全 船 種 全国平均 

人 数 千人率 人 数 千人率 人 数 千人率 人 数 千人率 千人率 

災 害 11 5.5 12  23.5 8(1) 5.3 31(1)  7.7  10.3 

疾 病 13(1)  6.5 13  25.5  7 4.7 33(1)  8.2  9.2 

船員数 2,007   510 1,499 4,016 － 

（注）１．（ ）内は、死亡及び行方不明者数である。 

   ２．船員数は、平成２５年１０月１日現在で、予備船員を含んだものである。 

   ３．千人率とは船員千人あたりの災害疾病発生数である。 

   

第２図 最近５か年間の災害疾病発生率の推移（全船種・千人率） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 平成２５年度災害・疾病の発生状況 

第３図 態様別災害発生状況     第４図 病類別疾病発生状況 
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(ｳ) 船員災害防止実施計画の実施 

関係団体、官公庁及び船員災害防止協会等を構成員とする「神戸船員災害防止連絡会議」を

開催し、「船員災害防止実施計画」の具体的な遂行を図った。会議開催状況は、以下のとおりで

ある。 

第１回：平成２６年５月１６日(神戸) 「平成２６年度船員災害防止実施計画」確認 

第２回：８月２０日(但馬)、９月１日(神戸) 

第３回：１０月２９日(但馬)、１１月７日(神戸) 

第４回：平成２７年３月１８日(但馬) 

なお、管内における「平成２６年度船員災害防止実施計画」の概要は、以下のとおりである。 

 a) 死亡・重大災害の撲滅 

・海中転落防止のため、安全な通路・足場の確保状況や転落危険個所への安全索等の設置状

況を確認。 

・海中転落の際の存命率向上のため、訪船指導において作業用救命衣の着用徹底を指導。 

・海中転落や海難が発生した場合においても生き抜くよう、生存対策講習会を実施。 

・死亡・重大災害撲滅のため、船舶所有者による自主点検を励行。 

・但馬地区漁船の船長会における安全対策に関する情報交換。 

b) 船員の健康増進対策 

・生活習慣病やメタボリックシンドローム等の克服のため、食生活の改善等の健康増進対

策について啓発を図る。 

・船員無料健康相談の実施。 

・最新の医療、健康情報に関する医師等を講師とした講演会の実施。 

 

(ｴ) 船員労働安全衛生月間（９月１日～３０日） 

昭和３２年以来、「船員労働安全衛生月間」運動が全国的に展開されている。月間運動の推進

機関として以下が設置され、船員労働災害防止に係る各種取り組みを推進している。 

本  局  管  内  ： 神戸地方船員労働安全衛生協議会 

姫路海事事務所管内 ： 姫路地方船員労働安全衛生協議会 

・平成２６年度（第５８回）は“海から願う家族の笑顔 笑顔に応える無災害”のスローガ

ンのもと、各種広報、安全衛生指導（訪船・訪社）、講演会、自主点検の促進、無料健康相

談所の開設等の行事を実施した。 

 

(ｵ) 但馬地区における漁船員の安全対策 

兵庫県機船底曳網漁撈長会において、安全講演及び生活習慣病の予防を目的とした衛生講演

を実施し、船員の安全及び衛生等についての啓発を実施した。（５８名参加） 



 

 

(ｶ) 神戸地区における船員の安全対策 

重大災害撲滅を目指し、以下の取り組みに協力した。 

７月２８日：「浜坂港船員生存対策講習会」（主催：船員災害防止協会、５２名参加） 

９月 ２日：「海中転落者救助訓練」（主催：大阪湾水先艇株式会社、５８名参加） 

 

(ｷ) 安全衛生管理体制の確立 

平成２６年度末現在、「船員災害防止活動の促進に関する法律」に基づき総括安全衛生担当

者を選任している事業者は、本局管内で８社（うち任意選任６社）、安全衛生委員会を設置し

ている事業者は１３社（うち任意設置５社）である。なお、姫路海事事務所管内においては、

総括安全衛生担当者の選任及び安全衛生委員会を設置している事業者はない。 

 

(ｸ) 船員労働災害防止優良事業者（一般型）認定制度の創設 

船員の労働災害防止に必要な自主的な取り組みの促進を図るため、個々の船舶所有者の自主

的努力を評価し認定する「船員労働災害防止優良事業者（一般型）認定制度」について、平成

２６年度末現在、管内では５事業者（１級：４者、２級：１者）が認定されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


